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重要事項説明書
　＜指定居宅介護支援事業＞






















　株式会社Ｈ＆Ｈ
　福祉日和


令和　６年４月１日現在
1.（事業者が提供するサービスについての相談窓口）
利用者へのサービス提供を担当する介護支援専門員は、次のとおりです。ご不明な点やご要望がありましたら、何でもお申し出ください。
	電話番号
	052-877-1590　　　受付時間　8：30～17：30

	担当者
	介護支援専門員　　 中本　文子


· 休業日に関しては電話による受付とし、緊急の場合は担当者へ連絡対応致します。
2.（支援事業者の概要）
	名称・法人種類
	株式会社Ｈ＆Ｈ

	設立年月日
	平成24年8月28日

	代表者名
	代表取締役 辻　英和

	所在地・連絡先
	(住所)〒470-0165
愛知県愛知郡東郷町清水二丁目12番地4
(電話)　0561-38-1095

	法人の行う他の業務
	訪問介護・鍼灸・マッサージ


3.（事業者の概要）
(1) 事業者名称及び事業者番号
	事業者名称
	福祉日和

	開設年月日
	平成25年7月1日

	所在地・連絡先
	(住所)〒458-0816
名古屋市緑区横吹町509番地　クリアサイト横吹101
 (電話)　 052-877-1590
(FAX)　 052-875-9990

	事業者番号
	第　2371402781　号

	管理者の氏名
	中本　文子

	事業の実施地域
	名古屋市・日進市・豊明市・愛知郡東郷町



(2) 事業者の職員体制　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　　年　　月　　日現在）
	
	人　数
	常　勤
	非常勤
	備　考

	管　理　者
	1
	1
	
	兼務

	主任介護支援専門員
	1以上（　　）
	1以上配置（　　　）
	（　　）
	

	介護支援専門員
	3以上（　　）
	3以上配置（　　　）
	（　　）
	

	事務
	－
	（　　　）
	（　　）
	


 ※特定事業所加算Ⅱ算定


(3) 営業日および営業時間
	
	営業時間

	営業日
	月～金曜日
	8：30～17：30

	休業日
	土日・祝・盆・年末年始
	―


※電話等により24時間連絡が可能です。

4．（事業の目的・運営方針）
（1）事業の目的
株式会社Ｈ＆Ｈ（以下「会社」という。）が開設する福祉日和（以下「事業者」という。）が行う指定居宅介護支援（介護保険法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。）事業（以下「事業」という。）の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、会社の介護支援専門員が要介護状態にある高齢者等（以下「要介護者等」という。）の依頼に基づき、指定居宅介護支援を提供することを目的とします。
（2）運営方針
1． 事業の運営は、利用者が要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、配慮して行います。
2． 事業の運営は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の希望に基づき、適切な介護保険サービスが受けられるよう、複数の事業所の紹介をさせて頂きます。利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができます。
3． 事業の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等（介護保険法第7条第18項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。）が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏らないよう公正中立に行います。また利用者はケアプランに位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由を求める事が可能です。
4． 事業の運営に当たっては、関係行政機関、地域包括支援センター（いきいき支援センター）他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との綿密な連携を図り、総合的な支援に努めるものとします。
5． その他、アセスメント方法は当事業所のアセスメント方式とします。
5．（利用料金）
（1）利用料金
要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので自己負担はありません。
※保険料の滞納などの理由により、償還払いや一部負担の適用のある方は、一定額の負担が生じます。
※特定事業所加算、初回加算、入院時情報連携加算、退院・退所加算、通院時情報連携加算、その他該当する加算の算定、また運営基準減算の内容が該当する場合は減算の算定を致します。（いずれも利用者自己負担はありません。）
 （2）交通費
サービス提供事業者の営業地以外の利用者は、サービス従業者がおたずねする交通費の実費を徴収させていただきます。また、自動車を使用する場合は、事業者の実施地域を超えた地点から1ｋｍに対して２００円とし、使用した距離分を徴収させていただきます。＊やむを得ず、救急搬送に同乗、付添いが必要となった場合は、終了後帰路の交通費（タクシー代など実費）をご請求させて頂く場合がございます。
6．（提供する居宅介護支援サービスの内容）
（1）要介護等認定の申請代行を行います。
 （2）当居宅介護支援事業者との「契約書」「重要事項説明書」「個人情報使用同意書」
　    についての説明と書類作成を行います。
（3）「居宅介護サービス」（ケアプラン）の作成
　・当事業所指定のアセスメント方式を使用して課題分析（アセスメント）を行います。
　・必要事項の情報収集のために在宅訪問、電話連絡等を行います。
　・作成されたケアプランは定期的に見直します。
（4）毎月のサービス利用の計画については、利用票を確認していただきます。
7.（サービスの利用方法）
（1）サービスの利用開始
契約を締結した後、サービスの提供を開始します。
（2）サービスの終了
①利用者のご都合でサービスを終了する場合、文書でお申し出があれば、いつでも解約できます。
②事業者の都合でサービスを終了する場合、人員不足等やむを得ない事情によりサービスの提供を終了させていただく場合がございます。その場合は、終了30日以上前までに文書で通知するとともに、この地域の他の居宅介護支援事業者をご紹介いたします。
③自動終了
以下の場合は、双方の文書が無くとも自動的にサービスを終了いたします。
・利用者が介護保険施設に入所した場合。
・介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護区分が、介護保険の非該当
　　　又は要支援と認定された場合。
・利用者が亡くなられた場合、又は被保険者資格を喪失された場合。
④その他
利用者やご家族の方などが、事業者や事業者の介護支援専門員に対して、本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知する事により即座にサービスを終了させていただく場合があります。

8．（苦情相談窓口）
（1）苦情相談窓口受付
当事業者が設置する苦情相談窓口は、次のとおりです。当事業者が提供したサービスに関する苦情だけでなく、当事業者が作成した「居宅サービス計画」（ケアプラン）に位置づけたサービスに関する苦情も、遠慮なくお申し出ください。
	窓口設置場所
	福祉日和

	担当者
介護支援専門員
	中本　文子

	連絡先（電話番号）
	052-877-1590


　　　　＊提供するサービスの第三者評価の実施はございません。

2）苦情受付機関
    利用者が利用するサービスに関する苦情は、次の機関にも申し立てることができます。
	苦情受付機関
	連絡先　（電話番号）

	緑区役所
	052-625-3964

	千種区役所
	052-753-1848

	東区役所
	052-934-1195

	北区役所
	052-917-6523

	西区役所
	052-523-4519

	中村区役所
	052-453-5420

	中区役所
	052-265-2324

	昭和区役所
	052-735-3918

	瑞穂区役所
	052-852-9396

	熱田区役所
	052-683-9915

	中川区役所
	052-363-4327

	港区役所
	052-654-9715

	南区役所
	052-823-9415

	守山区役所
	052-796-4603

	名東区役所
	052-778-3007

	天白区役所
	052-807-3897

	名古屋市健康福祉局介護指導課
	052-959-3087

	日進市役所
	0561-73-1495

	東郷町　福祉部長寿介護課
	0561-56-0735

	豊明市　健康長寿課
	0562-92-1261

	愛知県国民健康保険団体連合会
	052-971-4165

	
	



9．（損害賠償について）
事業者が利用者に対する居宅介護支援サービスの提供に当たって万が一事故が発生し、甲又は甲の家族の生命・身体・財産に損害が発生した場合は、不可抗力による場合を除き、速やかに甲に対して損害を賠償します。
  　ただし、甲又は甲の家族に重大な過失がある場合は、賠償額を減ずることができます。
10．（利用者へのお願い）
（1）事業者が交付するサービス利用票等は、利用者の介護に関する重要な書類ですので、契約書・重要事項説明書等と一緒に大切に保管してください。
（2）医療連携の強化のため、入院の際は担当ケアマネジャー氏名等を入院先医療機関にお伝え頂くようお願い致します。
  (3) 緊急時の対応として事業所は現に居宅介護支援（ケアメジメント）の提供を行っている時に、利用者の急変が生じた場合、その他必要な場合は、ご家族、主治医に連絡を取るなどの措置を講じます。受診、救急搬送が必要な場合にはご家族での付添いのご協力をお願い致します。やむを得ず介護支援専門員が同乗や付添いを行なう必要が生じた場合には、そこに係る費用（帰路の交通費、タクシー代等）を後日ご請求をさせて頂く事がございますので、お願い致します。
11.（虐待防止について）
　（1）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ります。
　（2）虐待防止のための指針を整備します。
　（3）従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します。
　（4）上記（1）～（4）までを適切に実施するための担当を管理者が行います。
　（5）身体的拘束等について下記の様に定めます。
· 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行わない。
· 身体的拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
12.（感染対策について）
（１）感染対策、発生時において、サービスの提供を継続的に実施する為の、及び早期の業務再開を図る為の計画（業務継続計画）を策定します。
（２）感染症予防、及び蔓延の防止の為の指針を整備し、対策委員会の設置、定期的に開催するとともに、感染症が流行る時期を勘案して必要に応じて随時開催します。
（３）感染症予防、及び蔓延の防止の為の指針を策定、平常時の対策、及び発生時の対応を規定します。[換気等環境整備、手洗い、マスク着用、消毒等基本的な予防対策]
（４）感染症の予防、蔓延防止の為の研修、訓練を行い、発生時に迅速に対応できるように努めます。　　
13.（自然災害について）
（１）災害発生時において、サービスの提供を継続的に実施する為の、及び非常時の体制で早期の業務再開を図る為の計画（業務継続計画）の策定、対策委員会の設置、開催します。
（２）自然災害発生時において早期の再開が出来る様、定期的な研修、訓練を行います。[平時、災害が予想される場合、災害発生時等において]
14.（ハラスメントについて）
（1） 事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境作りを目指します。
（2） 事業所は訪問先・利用者宅において、利用者・家族らから職員へのハラスメント、及び職員から利用者・家族らへのハラスメントの両方のハラスメント防止に向け、対策を行ないます。　　　　　　＊ハラスメントを防止する事は皆さまが安心して継続的にサービスを受ける事にも繋がりますので、皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
（3） 上記（１）（２）の対策として基本方針を定め、職員研修、相談窓口を設置いたします。

15．（重要事項説明書の変更）
重要事項の内容を変更する場合、事業者は利用者にその旨をお伝えします。変更する際は、あらかじめ書面にてお伝えし、同意を得ることに専念します。
この規程は、平成２６年２月３日から施行する。
この規程は、平成２６年１１月１日から施行する。
この規程は、平成２７年５月１日から施行する。
この規程は、平成２８年４月１日から施行する。
この規程は、平成２８年５月１日から施行する。
この規程は、平成２８年６月１日から施行する。
この規程は、平成２８年９月１日から施行する。
この規程は、平成２９年４月１日から施行する。
この規程は、平成２９年１１月１日から施行する。
この規程は、平成２９年１２月１日から施行する。
この規定は、平成３０年１月１日から施行する。
この規定は、平成３０年３月１日から施行する。
この規定は、平成３０年４月１日から施行する。
この規定は、平成３０年１２月１日から施行する。
この規定は、令和元年１０月１日から施行する。
この規定は、令和２年６月1日から施行する。
この規定は、令和５年４月１日から施行する。
この規定は、令和５年７月１８日から施行する。
この規定は、令和６年４月１日から施行する。


居宅介護支援の提供開始にあたり、利用者及びそのご家族等に対して契約書及び本書面に基づいて、重要な事項の説明を行いました。
       < 事業者 >
　住所　　愛知県愛知郡東郷町清水二丁目１２番地４
  事業所名　　福祉日和
事業所番号　　第　2371402781　号
　　 　　 　 名称   　株式会社Ｈ＆Ｈ
代表者氏名　 　代表取締役 　　　　辻　英和
　　　　    説明者氏名　　 介護支援専門員　          　  印


契約書及び本書面により、事業者から居宅介護支援についての重要な説明を受けました。その上で、貴事業所が提供する居宅介護支援事業を利用します。また、居宅介護支援における個人情報の使用について同意しました。


西暦20  　年　　  月　  　日
　
　   　　< ご利用者 >　　　

住 　　所                                                    

　 　        氏 　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　　　
　　　　 < 利用者代理人 >

　住 　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　氏　　 名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　続柄　　　  

